
仕  様  書

施設内の維持管理及び清掃業務は、この仕様書により実施するものとする。

 但し、この仕様書に示されていない事項であっても軽微な業務については、

尾鷲市の指示により実施するものとする。

１．委託名

三木里野鳥の小径等管理業務委託

２．委託期間

令和８年４月１日から令和９年３月３１日

３．管理・清掃日数

  施設の管理業務及び清掃業務に従事する日数は、毎週２回以上とする。

４．管理・清掃場所等

A 野鳥の小径（野鳥の小径図参照）
(1) 散策路（全長 1,048m）及びその周辺

  ① 表土の流出対策

 ② 雑草及び枯れ木の除去

 ③ ゴミ・空カン類の収集

④ 防護柵・解説板・道標・ベンチ・木札・植裁の点検

(2) 一本松ふれあい広場
 ① 防護柵・案内板・トイレ・あづまや・水飲み場・パーゴラベンチ類・植

栽の点検

 ② ゴミ・空カン類の収集

(3) 資料館
 ① 資料館及び資料館に展示している解説板・樹木標本の点検

 ② 資料館周辺の雑草の除去とゴミ・空カン類の収集

(4) 炭焼釜跡
 ① 観察小屋の点検

 ② 観察小屋周辺の雑草の除去とゴミ・空カン類の収集



(5) 椎の丘広場
 ① あづまや及びベンチの点検

 ② 椎の丘広場の雑草の除去とゴミ・空カン類の収集

 ③ 望遠鏡の点検

(6) 展望広場
 ① 展望台及びベンチの点検

 ② 展望広場の雑草の除去とゴミ・空カン類の収集

 ③ 望遠鏡の点検

(7) 便所（男子（小便器２、大便器１、手洗い１）、女子（大便器２、手洗い
１））

 ① 便所内（土間・壁等）及び大・小便器は、散水の上、備え付けのブラシ・

ほうき等で清掃し、清潔にする。

大便所のトイレットペーパーがきれていたら補充し、予備が不足した場

合は甲へ連絡する。

 ② 簡易浄化槽の汲取が必要となったときは、すみやかに甲へ連絡する。

(8) 収集したゴミ・空カン類の処理
 ① 野鳥の小径施設内で収集したゴミ・空カン類は、尾鷲市の指定ゴミ置き

場へ運搬する。

B 名柄一里塚公衆トイレ （別紙位置図参照）
(1)  便所（男子（小便器２、大便器１、手洗い１）、女子（大便器２、手洗い
 １））

 ① 便所内（土間・壁等）及び大・小便器は、散水の上、備え付けのブラシ・

ほうき等で清掃し、清潔にする。

大便所のトイレットペーパーがきれていたら補充し、予備が不足した場

合は甲へ連絡する。

４．その他

  仕様に定めのない事項及び疑義等が生じたときは、尾鷲市と協議して実施

するものとする。


